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What we wish to show in this paper is earthquake measures and inundation measures of underground 
shopping centers in Osaka City. By these measures, we anticipate that users of underground shopping 
centers can evacuate immediately at the time of disasters. 
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1. はじめに 
 
大阪市は，大阪駅周辺地区等において，地下街，地下

道，地下駅と，これらに多くのビルの地下階が接続した

全国有数の大規模地下空間を有している．地下街の通路

部や地下道，地下駅のコンコースは，平常時は交通事故

の恐れがない安全で利便性の高い公共的施設として不特

定多数の人に利用されている．しかし，大規模地震の発

生時や，豪雨による内水氾濫及び河川氾濫，津波による

浸水時には，地下街の店舗等の滞在者を含めた地下空間

の利用者の避難が困難となる恐れがある．このため，地

下施設の管理者においては，大規模地震対策として，構

造物の耐震化など自主的な対策を実施するとともに，浸

水対策として，浸水リスクや課題の共通認識を図り，連

携した避難誘導等を行えるよう体制を整備しておく必要

がある． 

以上を背景に，大阪市では，大規模地下空間における

避難を軸とした防災対策として，国の地下街防災推進事

業を活用した地下街の大規模地震対策と，地下施設の管

理者と行政が連携した浸水対策を進めており，本論文は，

これらの概要を述べるものである． 

 

 

2. 地下街防災推進事業を活用した取組み１），２） 

 
地下街は，全国の拠点駅の周辺等において，都市内の

重要な地下歩行者ネットワークとして，公共的な空間を

形成しているが，その多くは1955年から1974年頃（昭和
30年代，40年代）に建設され，開設から30年以上経過し
ているものが8割以上あり，老朽化が進んでいること，
大規模地震の発生時には，構造物及び非構造部材の被害

による人的被害が発生することが懸念されている．この

ような状況から，地下街の防災，安全対策を進めるため，

国土交通省において「地下街の安心避難対策ガイドライ

ン」が策定された． 
また，国土交通省では，地下街管理会社に対して，こ

のガイドラインに沿った天井板等設備の安全点検や地下

街の安全対策の実施に関する計画の策定，及び，この計

画に基づく避難通路や地下街設備の改修等を支援するこ

とにより地下街の安心避難対策の充実を図るため，計画

策定や施設整備等に要する費用について，国と地方公共

団体が協調して3分の1ずつ地下街管理会社へ直接交付す
る補助制度として「地下街防災推進事業」が創設された．  

 

表-1  地下街防災推進事業において補助対象とされている 
大阪市内の地下街 

地下街の名称 開設年 地下街管理会社 

ﾎﾜｲﾃｨうめだ 1963年～1974年 

大阪地下街㈱ 
なんばｳｫｰｸ 1970年～1971年 
NAMBAなんなん 1957年 
あべちか 1968年 

ﾄﾞｰｼﾞﾏ地下ｾﾝﾀｰ 1966年 堂島地下街㈱ 

中之島地下街 1965年 ㈱朝日ﾋﾞﾙﾃ ｨ゙ﾝｸ ゙

ﾃﾞｨｱﾓｰﾙ大阪 1995年 大阪市街地開発㈱ 

クリスタ長堀 1997年 クリスタ長堀㈱ 

キーワード：地下街，避難，大規模地震対策，浸水対策 
1正会員 大阪市危機管理室   Disaster Prevention Planning, Office  of  Emergency Management, Osaka City.  (E-mail:cb0001@city.osaka.lg.jp) 
2非会員 大阪市危機管理室   Disaster Prevention Planning, Office  of  Emergency Management, Osaka City. 
3非会員 大阪市危機管理室   Disaster Prevention Planning, Office  of  Emergency Management, Osaka City. 
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同事業の補助対象とされている大阪市内の地下街は表

-1のとおりである．大阪市においても計画策定等につい

ての補助制度を2015年度に創設したところであり，予算
確保に応じ拡充する予定である． 

なお，今のところ，大阪地下街㈱が所管する四つの地

下街において補助制度を活用し，2015年度に安全点検及
び計画策定，2016年度以降に天井板改修や構造物の耐震
補強等が行われる予定である．地下街は，建設当時の根

拠法令が不明瞭で大規模改修の資金確保が困難な運営手

法である場合もあり，国土交通省の地下街防災推進事業

により，地下街の地震対策が前進するものと期待される． 

 

 

3. 地下街等が連携した浸水対策３） 

 
(1) 対策の背景 

大阪市では，豪雨や南海トラフ巨大地震による津波に

より，地下街を有する大阪駅周辺地区等において浸水被

害の恐れがある．このため，地下街等における浸水対策

を喫緊の課題と捉え，地下施設の管理者と行政が連携し

た体制を構築して，専門家の指導を仰ぎながら取組みを

進めている．以下，その概要を述べる．なお，後述の

「大阪市地下空間浸水対策ガイドライン」（以下「浸水

対策ガイドライン」）や地下施設の管理者が連携した訓

練の報告書など詳細については，大阪市危機管理室のホ

ームページを参照されたい． 
 
(2) 南海トラフ巨大地震による津波浸水の恐れ 

大阪府防災会議「南海トラフ巨大地震災害対策等検討

部会」において，国の中央防災会議における検討結果を

もとに南海トラフ巨大地震の被害想定の推計が行われ，

2013年 8月 8日に津波浸水想定が公表された．堤防の損
傷や越水により，湾岸地域など市域面積の約 32％もの
浸水が見込まれている．この被害想定においては，地下

街等への津波浸水による被害の推計は行われていないが，

大阪駅周辺地区の地上における津波の想定浸水深さは約

2mであり，地下街等への浸水が懸念されている． 
 

(3) 豪雨による浸水の恐れ 

上記の津波浸水想定が公表された直後の 2013年 8月
25 日に，大阪市域がゲリラ豪雨に見舞われた．大阪駅
周辺地区では，地下街等への浸水は無かったものの，特

に地区北東部の阪急梅田駅周辺では，内水氾濫により，

地上１階レベルの店舗等への浸水被害が発生した．豪雨

が少しでも長い時間続けば，地下街等への浸水被害も発

生する恐れがあった． 
大阪市では，2015 年水防法改正より先んじて，2000
年の東海豪雨（総雨量 567mm，時間最大雨量 93mm）を
降雨条件とした内水氾濫の浸水想定を行い，2006 年に

水害ハザードマップに掲載（2015 年に改訂）し，広く
周知しており，阪急梅田駅周辺を含む大阪駅周辺地区の

北部では，最大水深約 0.7mの浸水が見込まれている． 
 また，近畿地方整備局淀川河川事務所より，2日間雨
量500mmを降雨条件とする淀川の洪水（氾濫）による浸
水想定区域図が示されており，大阪駅周辺地区では，最

大水深約5mもの浸水が見込まれている． 
 

(4) 避難確保計画等 

水防法では，河川の洪水（河川氾濫）に関する浸水想

定区域ごとに，避難確保・浸水防止計画（以下「避難確

保計画等」）を作成しなければならない地下街等を市町

村地域防災計画において定めることとされている．また，

津波防災地域づくりに関する法律においても，津波浸水

に関する避難確保計画の作成について規定されている． 
このため大阪市では，地下街，地下駅等の単位で，地

下で接続するビル（以下「接続ビル」）と連携した避難

確保計画等を作成することを大阪市地域防災計画に規定

し推進している．しかし，大阪駅周辺地区等では，複数

の地下街，地下道，地下駅，接続ビルが連続した大規模

な地下空間を有しており，豪雨や津波による浸水リスク

を背景に，避難確保計画等の作成主体や接続ビルの連携

体制を一層強化する必要がある． 
 
(5) 協議会の設立 

以上の背景から，2014年 3月 18日に「大阪市地下空
間浸水対策協議会」（以下「協議会」）を設立した．

2015年 9月 30日現在，地下街・地下道 8団体，地下駅 7
団体，接続ビル等 64団体，計 79団体（管理者等として
の行政の担当部局を含む）のほか，近畿地方整備局，大

阪府，大阪市より構成している．アドバイザーとして，

名古屋大学減災連携研究センター・廣井悠准教授，大阪

市立大学大学院工学研究科・谷口与史也教授，瀧澤重志

准教授に就任いただき，地下空間の構造特性を踏まえた

避難対策や避難行動シミュレーションなど専門的見地か

ら指導をいただいている． 
 

 

4. 協議会における取組み３） 

 
(1) 検討事項 

協議会では，大規模な地下空間を有する大阪駅周辺な

ど主要な地区について，内水氾濫，河川氾濫，津波の 3
つの浸水リスクの確認を行った．最も大きい規模の地下

空間を有し，いずれの浸水リスクもある大阪駅周辺地区

において部会を設置し，同地区をモデル地区として検討

を進めている．検討事項は次のとおりである． 
① 市内の大規模な地下空間における浸水対策としての

「避難対策」と「止水対策」を記した「浸水対策ガ
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イドライン」の作成 
② 地下施設の管理者が連携した訓練の実施 
③ 地下施設の管理者の情報共有のためのネットワーク

づくり 
 

(2) 浸水対策ガイドライン作成の効果 

浸水対策ガイドラインを地下施設の管理者と行政が連

携した協議会において作成することにより，浸水対策に

関し，特に，次の効果を期待している． 
① 浸水対策ガイドラインにおいて，具体的な対策実例

や国のガイドラインにおける考え方などを示すこと

により，地下施設における対策が促進されること 
② 地下空間へ浸水する恐れがある箇所についての情報

が共有され，当該施設における対策が促進されるこ

と 
③ 地下街等から対策が実施されていない施設に対し訴

求しやすくなること 
④ 施設の管理部門からビルオーナーへ対策の必要性を

提案しやすくなること 
 

(3) 浸水対策ガイドラインの構成 

浸水対策ガイドラインは，アドバイザーや協議会の会

員団体より意見や資料提供を受け，事務局（大阪市危機

管理室）にて編さんを行い，2015年 3月，大阪駅周辺地
区の部会の会議及び後述の訓練を経て完成に至った．浸

水対策ガイドラインの構成は次のとおりである． 
第 1部 地下空間の実態  
 1-1 大阪市内の大規模地下空間の現状  
 1-2 地下空間の浸水時の危険性  
 1-3 地下空間の開口部  

1-4 想定される災害（内水氾濫，河川氾濫，津波）  
第 2部 浸水対策  
 2-1 水害の種類ごとの基本的な浸水対策の考え方  
 2-2 避難対策  
 2-3 止水対策  
     2-4 気象情報・防災情報の収集方法  
 
(4) 開口部の把握と止水対策の方針 

地下街等へ浸水する恐れがある箇所として，地上出入

口や換気口，接続ビルの地上出入口のほか，地下室・地

下階を有する建築物の外壁を囲むように掘り下げられた

空間，いわゆる「ドライエリア」も複数存在する．河川

氾濫や津波による大規模浸水時には，特にドライエリア

における止水は困難であり，たとえ地下街，地下駅等の

地上出入口や換気口において対策を講じても，ドライエ

リアから浸水するリスクが高い．このため，浸水対策ガ

イドラインにおける止水対策に関する記述については，

現時点では，内水氾濫の対策のみにとどめている． 
 内水氾濫の対策を検討するにあたり，大阪駅周辺地区

において，地下施設の管理者や大阪市立大学・谷口教授

の協力により，地上出入口の高さ及び止水対策の状況調

査を行った．この調査結果と内水氾濫の浸水想定の水深

を比較したところ，地上出入口の止水対策の実施状況と

しては，公共性の高い地下街，地下駅等では，必要箇所

に止水板の設置や土のうを積む準備等の対策が概ねでき

ているが，一部接続ビルで対策が不十分な箇所があるこ

とが判明した．このため，協議会より当該接続ビルに対

し，止水対策の実施を求めるとともに，大阪市では，国

土交通省の防災・安全交付金を活用した止水板設置等に

対する補助制度を 2015 年度に創設し，止水対策実施の
促進を図っている． 
 
(5) 地下街等フロア面の高低差の把握 

浸水対策ガイドラインには，代表例として，大阪駅周

辺地区の地下空間の平面図を掲載している．この図は，

管理者の協力のもと大阪市立大学・谷口教授研究室にお

いて作成し，協議会に提供いただいたものである．連続

した地下街等のフロア面の高低差が示されているのが大

きな特徴である．これにより，地下街等へ浸水した場合

の水が流れやすい方向が予想でき，地下施設の管理者が

連携した避難誘導や止水板等設置の優先順位の判断がし

やすくなり，避難確保計画等の精緻化が可能となる． 
 

 
（大阪市立大学大学院工学研究科・谷口与史也教授提供） 

図-1 大阪駅周辺地区における地下街等のフロア面の高低差 
 
(6) 連携訓練の実施 

連携訓練として，「南海トラフ巨大地震が発生し，震

度６弱の強い揺れの後，津波が来襲する恐れがあり，利

用者を避難誘導する必要がある」という想定で，地下施

設の管理者が連携した図上訓練及び実働訓練を実施した．

以下，訓練の進め方や工夫した点を中心に述べる． 
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a)図上訓練 

図上訓練は，113名の参加のもと，2015年 1月 30日に
実施した． 
 図上訓練の冒頭，参加者に対し，訓練中の参考となる

よう，大阪市立大学・瀧澤准教授より，地下街，地下駅

等の利用者が接続ビルの上階へ避難する場合の行動の傾

向や所要時間に関するシミュレーション結果を説明いた

だいた．このシミュレーションは，平日 18時を想定し，
利用者が，接続ビル内の滞在者等の抵抗が無く円滑に避

難できるという条件設定で最短の避難の所要時間を算出

するものである．図上訓練後，参加者からの意見も踏ま

え，利用者数や避難経路の精査が行われ，最短の避難の

所要時間は約 24分とされている．今後，このシミュレ
ーション結果をもとに，接続ビル内の滞在者等の状況な

ど，より現実に近い条件を整理・検討し，避難呼びかけ

開始から地下への浸水が始まるまでの時間，いわゆる

「リードタイム」を意識した避難誘導体制の構築をめざ

すこととしている． 
次に，訓練の進め方について述べる．今回の図上訓練

では，管理者間の緊急連絡を想定し，地下街，地下道，

地下駅，接続ビルの管理者ごとにテーブルを設け着席し

てもらった．各テーブルには，携帯電話，管理者間の連

絡網のほか，地震・津波発生時のイメージ映像や状況付

与内容を映すスクリーンとモニターを配備した．図上訓

練は，訓練開始後，断続的に進めることが一般的である

と考えられるが，今回は，とるべき行動についてより深

く考え，特に「隣接施設との連携」の視点で課題を抽出

し各管理者の避難確保計画等に反映してもらうことをね

らいとして，フェーズごとに映像視聴・状況付与の時間

を 5分，とるべき行動を考えるための時間を 10分確保
し，ゆとりをもった進め方とした． 
具体的には，フェーズを発災後 0～5分，5～15分，15
～60分，60～110分（大阪南港付近へ 110分で津波が到
達）の四つに分割し，各フェーズについて 5分間ずつ，
地震や津波来襲等のイメージ映像と，地下街の損傷，負

傷者の発生などの状況付与をスクリーンとモニターに映

すとともに，大阪市立大学・瀧澤准教授作成のシミュレ

ーション（前述）の動画もまじえ，訓練参加者に災害時

の状況のイメージをもってもらいながら，防災センター

での対応と地下施設の現場での対応を想定し，とるべき

行動を配布用紙に書き出してもらった． 
 図上訓練終了後，付与した状況とそれらに対する模範

的な行動例を事務局から説明し，訓練参加者においては，

配布用紙に書き出した行動と比較し，課題を抽出しても

らった． 
 
b)実働訓練 

 実働訓練の参加者を対象に，2015年 2月 26日に事前
研修を行った．訓練には，地下街，地下駅だけでなく，

接続ビル，テナントの店舗・事業所の参加も予定してい

たことから，訓練中，参加者一人ひとりに，自らが状況

を把握し判断・行動する意識を持ち課題を抽出してもら

うため，訓練当日の流れとともに，災害想定や発災時に

おけるとるべき行動例を説明した． 
実働訓練は，612名の参加のもと，2015年 3月 6日に
実施した．地下施設の管理者が各現場で同時に行う大々

的な実働訓練は初めてだったこともあり，地下街等の単

位で 5つの会場を設定し訓練を実施した．訓練では，地
震によりエレベーターが停止しているという条件で，避

難行動要支援者と共に接続ビルの上階へ避難することな

ど，実際の状況を想定した内容にすることにより，各管

理者の避難確保計画等の実効性を確認してもらった． 
 

 

5. 結論と今後の課題 

 
本論文の結論と今後の課題は，次のとおりである． 

 
(1) 大規模地震の対策について 

国土交通省における「地下街の安心避難対策ガイドラ

イン」の策定と「地下街防災推進事業」の創設により，

地下街の地震対策が前進するものと期待される． 
今後，大阪地下街㈱の所管施設以外の地下街において

も，これらの趣旨を踏まえ適切に管理及び安全対策が行

われるよう，管理者へ働きかけていく必要がある． 
 
(2) 浸水対策について 

協議会の設立により，関係者が浸水リスクや課題を認

識・共有し，対策の方向性を見出せたと考えている． 
今回の連携訓練は，東日本大震災の発生に伴う津波避

難対策への関心の高まりから，南海トラフ巨大地震を想

定し実施したが，近年の各地における豪雨の状況から，

今後，地下街等を有する主要なターミナル周辺地区にお

いて，内水氾濫，河川氾濫も想定し，水災害の種類ごと

に管理者が連携した対策計画を作成し，訓練等により検

証して，避難誘導体制等の充実を図っていく必要がある． 
 

謝辞：地下街，地下道，地下駅をはじめ接続ビル，テナ

ントの店舗・事業所など協力いただいた関係者の皆さま

にあらためてお礼を申し上げる次第である． 

 

参考文献 
1) 国土交通省ホームページ 

http://www.mlit.go.jp/index.html（2015/9/1参照） 
2) 国土交通省都市局街路交通施設課：「地下街の安心

避難対策ガイドライン」について，市街地再開発，

第 529号， pp.6-16， 2014. 
3) 大阪市危機管理室ホームページ 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/(2015/9/1参照) 

- 184 -

http://www.mlit.go.jp/index.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/

	C2-4 大阪市におけ＿水野智雄

